
 

○大崎市低炭素建築物新築等計画認定事務施行細則 

平成２７年５月２９日 

規則第４４号 

改正 平成２９年３月２４日規則第２３号 

令和元年５月２８日規則第３４号 

令和３年３月３１日規則第２６号 

（趣旨） 

第１条 この規則は，都市の低炭素化の促進に関する法律（平成２４年法

律第８４号。以下「法」という。）の施行に関し，都市の低炭素化の促

進に関する法律施行令（平成２４年政令第２８６号）及び都市の低炭素

化の促進に関する法律施行規則（平成２４年国土交通省令第８６号。以

下「省令」という。）に定めるもののほか，必要な事項を定めるものと

する。 

（計画認定の申請） 

第２条 省令第４１条第１項の表に掲げる図書のうち，次の各号に掲げる

図書の縮尺は，それぞれ当該各号に定める縮尺によるものとする。 

（１） 配置図 １００分の１から１，０００分の１まで 

（２） 各階平面図 ５０分の１から４００分の１まで 

（３） 立面図 ５０分の１から４００分の１まで 

（４） 断面図又は矩計図 ５０分の１から２００分の１まで 

（５） 各部詳細図 １０分の１から１００分の１まで 

（６） 設備の概要を表示した各階平面図 ５０分の１から４００分の

１まで 

２ 省令第４１条第１項の規定により市長が必要と認める図書は，次の各

号に掲げる区分に応じ，当該各号に定める図書とする。 

（１） 次に掲げる者が，申請に係る計画が法第５４条第１項各号に掲



 

げる基準（以下「認定基準」という。）に適合することを証明する書

類（以下「認定基準適合証明書類」という。）により当該申請に係る

計画が認定基準に適合することを証明しようとする場合 認定基準適

合証明書類 

ア 建築物のエネルギー消費性能の向上に関する法律（平成２７年法

律第５３号）第１５条第１項に規定する登録建築物エネルギー消費

性能判定機関であって，業として，建築物を設計し若しくは販売し，

建築物の販売を代理し若しくは媒介し，又は新築の建設工事を請け

負うものに支配されない者 

イ 住宅の品質の確保の促進等に関する法律（平成１１年法律第８１

号）第５条第１項に規定する登録住宅性能評価機関（住宅のみの用

途に供する建築物又は複合建築物における住戸が認定対象の場合に

限る。） 

（２） 法第５４条第２項の申出をする場合で申請に係る建築物の計画

が建築基準法（昭和２５年法律第２０１号。以下「建基法」という。）

第６条の３第１項の構造計算適合判定を要する場合 建基法第６条の

３第７項の適合判定通知書 

（３） 申請に係る計画が認定基準に適合する事を認定基準適合証明書

類以外の書類により証明しようとする場合 認定基準に適合する事を

証するに足りる書類として市長が認めるもの 

３ 省令第４１条第１項の添付図書は，日本産業規格A列４番の大きさに折

り畳まなければならない。 

（平２９規則２３・令元規則３４・一部改正） 

（認定低炭素建築物新築等計画の変更の認定の申請） 

第３条 前条第２項の規定は，省令第４５条の添付図書について準用する。 

２ 省令第４５条の添付図書には，変更に係る部分について変更前及び変



 

更後を明示しなければならない。 

（認定の申請等の取下げの届出） 

第４条 法第５３条第１項又は法第５５条第１項の規定による認定の申請

をした者が認定を受ける前にその認定の申請を取り下げようとするとき

は，認定申請取下げ届（様式第１号）によりその旨を市長に届け出なけ

ればならない。 

（認定建築主の変更の届出） 

第５条 認定建築主は，認定建築主の変更をしようとするときには認定建

築主変更届（様式第２号）によりその旨を市長に届け出なければならな

い。 

（計画の認定後の報告） 

第６条 認定建築主は，認定低炭素建築物新築等計画の新築等が完了した

場合は，工事完了報告書（様式第３号）に，認定低炭素建築物新築等計

画に基づき当該建築物の新築等が行われたことについて確認した内容の

書類を添えて，その旨を市長に報告しなければならない。 

２ 認定建築主は市長が法第５６条の規定による報告を求めた場合（前項

に規定する場合を除く。）は，認定低炭素建築物新築等計画の新築等の

状況報告書（様式第４号）により市長に報告しなければならない。 

（建築物の建築等を取りやめる旨の申出） 

第７条 認定建築主は，認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新

築等を取りやめる旨の申出をする場合は，認定低炭素建築物新築等計画

に基づく建築物の新築等を取りやめる旨の申出書（様式第５号）に当該

認定低炭素建築物新築等計画に係る認定の通知書を添えて，市長に提出

しなければならない。 

附 則 

この規則は，平成２７年６月１日から施行する。 



 

附 則（平成２９年３月２４日規則第２３号） 

この規則は，平成２９年４月１日から施行する。 

附 則（令和元年５月２８日規則第３４号） 

この規則は，令和元年７月１日から施行する。 

附 則（令和３年３月３１日規則第２６号） 

この規則は，令和３年４月１日から施行する。 

 



 

 

様式第１号（第４条関係）  

認定申請取下げ届  

年  月  日   

大崎市長     様  

申請者の住所又は主たる  

事務所の所在地  

氏名又は名称  

下記の（変更）認定申請書を取り下げたいので，届け出ます。  

（変更）認定申請年月日  年  月  日  

申請に係る建築物の位置   

取下げの理由  
 

 

備 考   

 

※受 付 欄  ※備 考  

  

（注意）  

 ※欄は記入しないでください。  

 



 

様式第２号（第５条関係）  

認定建築主変更届  

年  月  日   

大崎市長     様  

認定建築主の住所  

又は主たる事務所の所在地  

氏名又は名称  

認定建築主を次のとおり変更するので届け出ます。  

認定年月日及び番号    年  月  日 第  号  

認定建築物の位置   

認定建築主の住所・氏名  

新  （住所）  

（氏名）  

旧  （住所）  

（氏名）  

備 考   

 

※受 付 欄  ※備 考  

 

 

（注意）  

 ※欄は記入しないでください。  

 



 

様式第３号（第６条関係）  

工事完了報告書  

年  月  日   

大崎市長     様  

認定建築主の住所  

又は主たる事務所の所在地  

氏名又は名称  

下記のとおり建築物の工事が完了しましたので，報告します。  

認定年月日及び番号    年  月  日 第  号  

認定建築物の位置   

工事完了年月日    年  月  日  

認定低炭素建築物新

築等計画に基づき建

築物の新築等が行わ

れたことを確認した

建築士等  

（ ）級建築士（ ）登録第  号  

住 所  

氏 名  

（ ）級建築士事務所（ ）知事登録第  号  

所在地  

名 称  

備 考   

 

※受 付 欄  ※備 考  

  

（注意）  

１ 認定低炭素建築物新築等計画に基づき建築物の新築等が行われたこと

について，建築士等が確認した内容の書類を添付してください。  

２ ※欄は記入しないでください。  

 



 

様式第４号（第６条関係）  

認定低炭素建築物新築等計画状況報告書  

年  月  日   

大崎市長     様  

        認定建築主の住所  

又は主たる事務所の所在地  

氏名又は名称  

 都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定により市長から報

告の求めのあった認定低炭素建築物の新築等の状況について，下記のと

おり報告します。  

認定年月日及び番号  年  月  日 第  号  

認定建築物の位置   

報告内容  
 

 

 

※受 付 欄  ※備 考  

 

 

（注意）  

 ※欄は記入しないでください。  



 

様式第５号（第７条関係）  

  認定低炭素建築物新築等計画に基づく

建築物の新築等を取りやめる旨の申出書  

 

年  月  日   

大崎市長     様 

認定建築主の住所  

又は主たる事務所の所在地  

氏名又は名称  

認定低炭素建築物新築等計画に基づく建築物の新築等を取りやめたい

ので，都市の低炭素化の促進に関する法律第56条の規定により，下記の

とおり申し出ます。  

認定年月日及び番号  年  月  日 第  号 

認定建築物の位置   

取りやめる理由  
 

 

備 考  

 

※受 付 欄 ※備 考 

  

（注意）  

１ 認定通知書を添付してください。  

２ ※欄は記入しないでください。  

 

 


